
介　護　保　険　特別会計





 

議案第１２号  

 

平成２６年度那須塩原市介護保険特別会計予算  

 

 平成２６年度那須塩原市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，１６６，５１１千円と定

める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予

算」による。  

 （一時借入金）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内で

  のこれらの経費の各項の間の流用  

 

 

 

  平成２６年２月２８日  提出  

 

那須塩原市長  阿  久  津  憲  二    
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

保 険 料  1 1,419,899.

介 護 保 険 料  1 1,419,899.

分 担 金 及 び 負 担 金  2 3.

負 担 金  1 3.

国 庫 支 出 金  3 1,559,581.

国 庫 負 担 金  1 1,247,993.

国 庫 補 助 金  2 311,588.

支 払 基 金 交 付 金  4 1,997,456.

支 払 基 金 交 付 金  1 1,997,456.

県 支 出 金  5 1,001,745.

県 負 担 金  1 977,059.

県 補 助 金  2 24,686.

財 産 収 入  6 202.

財 産 運 用 収 入  1 202.

繰 入 金  7 1,137,616.

一 般 会 計 繰 入 金  1 1,058,158.

基 金 繰 入 金  2 79,458.

繰 越 金  8 50,001.

繰 越 金  1 50,001.

諸 収 入  9 8.

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料  1 3.

雑 入  2 5.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 7,166,511
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費  1 174,672.

総 務 管 理 費  1 99,116.

徴 収 費  2 9,111.

介 護 認 定 審 査 会 費  3 64,184.

趣 旨 普 及 費  4 1,080.

運 営 協 議 会 費  5 1,116.

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 指 定 事 務 費  6 65.

保 険 給 付 費  2 6,846,311.

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費  1 6,022,158.

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費  2 450,453.

そ の 他 の 諸 費  3 7,344.

高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費  4 99,060.

高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費  5 14,736.

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費  6 252,560.

地 域 支 援 事 業 費  3 140,209.

介 護 予 防 事 業 費  1 41,463.

包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費  2 98,746.

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金  4 1.

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金  1 1.

基 金 積 立 金  5 202.

基 金 積 立 金  1 202.

公 債 費  6 2.

公 債 費  1 2.

諸 支 出 金  7 2,114.

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金  1 2,111.

繰 出 金  2 3.

予 備 費  8 3,000.

予 備 費  1 3,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 7,166,511
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１　特　別　職

２　一　般　職

（１）総　　括

報　　酬

（単位　千円）

（単位　千円）

△ 12

5,188

管理職員特
別勤務手当

特殊勤務
手　　当

共済費

84,556

合　　計

84,027

45

5,143

住居手当

△ 606

930

勤勉手当

133

10,657

10,790

324

寒冷地手当

備　　　考

612

600

通勤手当

557

14,550

15,107

529

職 員 手 当
の 内 訳

前　年　度

本　年　度

13

13

比　較

前　年　度

本　年　度

区　　分

比　較

比　較 0 0

前　年　度

本　年　度

区　　分
宿日直
手　当

時間外
手　当

45,728

△ 28△ 415387

0 0

23,721

職員手当

給　　　　与　　　　費

給　　料

45,341

計

69,449

69,47724,136

0 0

0 0

期末手当

780

扶養手当

480

管理職手当

780 480

25

5,534

5,559

66600 666

666 0 666015 666 0 0

0 0 0 0 0

00 0 0 0

8,77860 8,778 0 0

0 00

0 0

0

0 0

15 666

00

00

0 8,778

8,778 8,778

0

60 8,778

75 09,444 0

地域手当
寒冷地
手　当

その他
の手当

報　　酬

9,444

0

0

9,444

0 0 0

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

区　　分
職員数
（人）

本
年
度

計

その他の
特 別 職

前
年
度

比
較

計

その他の
特 別 職

計

その他の
特 別 職

0

0

0

備　考共済費
計

給　　　　　与　　　　　費

給　　料
合　　計

期末手当

議 員

長 等 0

（単位　千円）

議 員

長 等

9,444

9,444

議 員

長 等

0 00

75 9,444

区　　分
職員数
（人）
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

備　　　　考

0

133
25

45
△ 12

△ 606

区　分

給　料

職　員
手　当

増減額

387

その他の増減分

昇給に伴う増加分

給与改定に伴う
増減分

勤勉手当
期末手当

住居手当
時間外手当
通勤手当△ 415

△ 415

その他の増減分

制度改正に伴う
増減分

954

△ 567

説　　　　明増減事由別内訳

（単位　千円）
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（３）給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給与

　注　特例期間（平成25年7月1日～平成26年3月31日）において給与減額支給措置を実施

　イ　初任給

高　校　卒

大　学　卒

　ウ　級別職員数

級 職員数(人) 構成比(％) 級 職員数(人) 構成比(％)

１　級 2 15.4 １　級

２　級 2 15.4 ２　級

３　級 2 15.4 ３　級

４　級 5 38.4 ４　級

５　級 2 15.4 ５　級

６　級

７　級

８　級

計 13 100.0 計

１　級 2 15.4 １　級

２　級 2 15.4 ２　級

３　級 3 23.1 ３　級

４　級 4 30.7 ４　級

５　級 2 15.4 ５　級

６　級

７　級

８　級

計 13 100.0 計

平成25年
1月1日現在

144,500 137,200

一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

平成26年
1月1日現在

区　　分

区　　　　　　　　分 一般行政職 技能労務職

271,492

平成26年1月1日現在 293,807

平均給料月額(円)

平均給与月額(円)

37歳10月平均年齢　　(歳)

平成25年1月1日現在

平均給料月額(円) 285,070

140,100

一般行政職(円) 技能労務職(円)
国　　　の　　　制　　　度

区　　分

137,200

308,303

平均年齢　　(歳) 37歳2月

平均給与月額(円)

一般行政職(円) 技能労務職(円)

172,200 172,200
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（級別の標準的な職務内容）

　エ　昇給

(人)

84.62% 84.62%(％)

11 11

11 11

84.62% 84.62%

13 13

前
年
度 号給数別内訳

本
年
度

４号給

２号給

昇給に係る職員数　(Ｂ)

比　率 （Ｂ）／（Ａ）

号給数別内訳

職　員　数　　　 （Ａ）

８号給

４号給

２号給

６号給

比　率 （Ｂ）／（Ａ）

８号給

(人)

11

(人)

(人)

昇給に係る職員数　(Ｂ)

職　員　数　　　 （Ａ）

６号給

(人)

(人)

(人)

(％)

(人)

(人)

(人)

13 13

11

11 11

(人)

技能又は経験を必要と
する技能労務職員の職
務

３　　　級

相当の技能又は経験を
必要とする技能労務職
員の職務

４　　　級　

(人)

代　表　的　な　職　種

一般行政職 技能労務職
合　　　計区　　　　　分

主事又は技師等の職務

主幹の職務

５　　　級

１　　　級

副主幹の職務

一般行政職

１　　　級

困難な業務を分掌する
参事の職務

８　　　級

主査の職務

４　　　級　

困難な業務を分掌する
主事又は技師等の職務

区　　分 ２　　　級

困難な業務を分掌する
副参事の職務

参事の職務

７　　　級

主任の職務

３　　　級

技能労務職

困難な業務を分掌する
主幹の職務

副参事の職務

６　　　級

２　　　級

技能労務職員の職務 技能労務職員の職務

高度な技能又は経験を
必要とする技能労務職
員の職務

区　　分

５　　　級
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　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６月(月分) １２月(月分) （月分）

本 年 度
(1.025)
1.9

(1.125)
2.05

(2.15)
3.95

前 年 度
(1.025)
1.9

(1.125)
2.05

(2.15)
3.95

国 の 制 度
(1.025)
1.9

(1.125)
2.05

(2.15)
3.95

　注　（　）内は再任用職員の支給率

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

支 給 率 等 28.7875 38.955 55.86 55.86

国 の 制 度
(支給率等)

27.025 36.57 52.44 52.44

　注　支給率については、国の制度同様に段階的な引下げを実施しているが、改定時期が国と異なる

　キ　特殊勤務手当

一般行政職 技能労務職

0.0 0.0

0.0 0.0

　ク　その他の手当

扶　　養　　手　　当 同　じ

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置
(2 ％ ～ 20 ％ 加 算 )

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置
(1 ％ ～ 45 ％ 加 算 )

代　表　的　な　職　種

備　　考区　　分
支給期別支給率 職制上の段階、職務の級等

に よ る 加 算 措 置

有

区　　分
２０年勤続の
者（月分）

備　考

有

有

最 高 限 度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等

２５年勤続
の者（月分）

３５年勤続
の者（月分）

国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

区　　　　分

給料総額に対する比率(％)

代表的な特殊勤務手当の
名称

住　　居　　手　　当

通　　勤　　手　　当

支給対象職員の比率(％)
(平成 26年 1月 1日現在 )

全　職　種

区　　　　　分

自動車等利用の距離区分に
ついて、国と異なり２Km毎
に設定している。

同　じ

異なる
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